
フッ化物洗口実践編

１.フッ化物洗口を始める前に

2第 章

参考：「う蝕予防のためのフッ化物洗口実施マニュアル」厚生労働省（平成15年3月）をもとに作成

ステップ 実施内容

① 市町内の合意
●関係者（市町、教育委員会等）へ連絡し、相談後実施対策等の助言を受ける

●関係者（市町、教育委員会等）と各施設（園、学校）との役割分担を確認

② 関係者の理解・合意 等の共通認識を図る

③ 現場担当者の理解

●フッ化物洗口に関する基礎知識や実施上の課題を十分に検討する

を受ける（既に実施している園・学校を見学するのも参考になる）

●フッ化物洗口の実施する場となる施設職員の理解を得るための研修会の実施

④ 保護者の理解
説明会の実施または説明資料の配付

●フッ化物洗口の実施希望の確認（希望の有無は毎年把握すること）
※説明会を実施しない場合でも、毎年必ず確認＜様式１-１、１-２＞

⑤ 不安を持つ人への対応
●疑問に対する回答等
※誤った情報や、まったく不正確な情報が流された時には、啓発を繰り返すな
どして正確な情報を伝達する

⑥ 施設における準備

●定期的な施設職員の研修や、フッ化物洗口剤の保管等、適切な実施体制につい
て実施主体や関係機関・団体等による指導や支援が必要

●フッ化物洗口の器具や薬剤、薬剤の調剤担当、その保管場所の確保などの取扱
い方法等を決定

●施設職員への研修と打合せ

⑦ 園児・児童・生徒の
事前指導

で洗口の練習

第２章 フ ッ 化 物 洗 口 実 践 編-6-



①フッ化物洗口の実施日時等の設定

フッ化物洗口を実施する曜日や時間帯は、施設の実情に応じて決めます。
時間帯は、洗口後30分間飲食を避ける事ができる時間帯に設定します。

②洗口が上手にできない園児・児童・生徒への対応

実施前に、水道水を用いて洗口の練習を十分に行い、誤飲しないことを確認してから開始
します。洗口時は顔をやや下に向け、耳を澄まして“ブクブク”の音をよく聞きながら、泡を
たくさんたてるよう助言します。（水を使わず、頬をふくらませる練習もあります。)
練習で水をよく飲んでしまう子には、洗口液を倍で薄めたり、洗口時間を短くするなど工夫
します。

③希望しない園児・児童・生徒への対応

保護者がフッ化物洗口を希望しない園児等には、水道水を用いて行うなど、周りと同様に
実施する配慮をします。

④実施希望変更の対応

年度の途中でも、実施希望が変更できるよう柔軟に対応しましょう。また、その旨説明し
ておきましょう。

⑥フッ化物洗口申込書について

説明会に出席できなかった保護者には、後日説明会資料（市町等の方針説明文書含む）を送
付します。
また、新入又は転入する児童生徒（園児）及び保護者がいるため、説明会は出来るだけ毎年実
施します。

⑤説明会について

フッ化物洗口を希望しない保護者も含め、必ず全員に提出してもらいます。
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３.フッ化物洗口の実施方法と洗口剤の種類

フッ化物洗口には、『毎日法（週５回）』と『週１回法』があります。予防効果の差はありま
せん。幼児保育施設で実施する場合は、生活習慣のひとつとして、毎日法（週５回）で行うこと
が多く、学校では、週単位の時間割りに組み込まれて、週１回法を行うことが多いようです。

＜特徴＞
①淡い赤色

②無味無臭

③溶かすと
微かにピンク色

洗口頻度 １回の洗口量 １回の洗口時間

毎日法
（週５回）

５ml 30

週１回法

週１回法 10ml １分間

内容量

（1包あたり）

販売単位

（１箱あたり）

1.5ｇ
60包

120包

6ｇ 60包 900ppm

フッ化物洗口濃度

250ppm

主な対象

保育所、幼稚園、
認定こども園

小・中学校

内容量
（1包あたり）

販売単位
（１箱あたり）

１ｇ 90包
180包

1.8ｇ
（ピンク色分包）

90包
180包
450包

1080包

7.2ｇ
（白色ステッィク分包）

200包

フッ化物洗口濃度

250ppm

900ppm

900ppm

ミラノール顆粒11％ 【ビーブランド・メディコーデンタル】

オラブリス洗口用顆粒11％ 【昭和薬品】

＜特徴＞
①白色でやや芳香がある

②薬に味がついている
（誤飲防止のため）
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フッ化物洗口剤（顆粒のもの）は、「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」のため、使用する学

者又は卸売販売業者から購入することが原則となっています。

（１）指示から購入までの流れ

①各施設が発注・購入者となる場合（所有者は実施施設）【原則】

４.フッ化物洗口剤の指示書の役割と購入について

①

② -１又は２-２参照＞により、実施施設は必要量を把握し

ます。

③購入量決定後、実施施設から卸販売業者又は薬局へ発注します。

④納品の際、譲受書＜様式４参照＞が必要となりますので、実施施設は準備をお願いします。

発注・購入者
（所有者）

実施施設
卸売販売業者

又は
薬局

洗口指示書の

交付 納品

発注

譲受書

洗口指示の依頼①

② ③

④

ア. 施設が直接購入する
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◎支払いについて
各施設の請求・支払いを一括で行う場合、リストを用いる等、実施施設からの注文を
市町又は教育委員会がとりまとめたことがわかる内容であることが必要になります。

◎受け渡しについて
市町又は教育委員会を介しての受け渡しについて市町等が箱を開封し、必要数のみを

実施施設に配付する行為は不可（要製造業許可）

①

② -１又は２-２参照＞により、実施施設は必要量を把握します。

③市町や教育委員会が各実施施設の注文をとりまとめます。

④購入量決定後、市町又は教育委員会から薬局又は卸販売業者へ注文のとりまとめを伝達します。

⑤納品の際、譲受書＜様式４参照＞が必要となりますので、実施施設は準備をお願いします。

⑤箱単位であれば、市町又は教育委員会を介して実施施設に納品することも可能です。

その際納品先である市町又は教育委員会は、あらかじめ各実施施設から譲受書を集めておきます。

（※１）

⑥市町又は教育委員会が実施施設へ発注数（箱単位）を受け渡します。

※留意事項

納品先については、各実施施設への直接納品と、市町又は教育委員会を選択することができます
が、市町又は教育委員会を介した受け渡しには注意が必要です。

イ.市町又は教育委員会が実施施設の注文をとりまとめ、注文の伝
達をする場合

卸売販売業者

又は
薬局

市町

又は
教育委員会

注文のとりまとめ

実施施設

実施施設

実施施設

発注・購入者
（所有者）

注文の

伝達

納品

洗

口

指

示

書

の

交

付

洗口指示の依頼①

② ③

④

譲受書

⑤

⑤

⑤ 納品 ⑤

⑥ 受け渡す

譲受書

※１ 譲受書を集める

※１ 渡す

（箱単位）
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②市町又は教育委員会が所有者となり、発注・購入する場合

市町又は教育委員会が実施する洗口事業の一環である場合、市町又は教育委員会が卸販売業者に
発注し、納品してもらいます。
納品後、箱を開封して各実施施設に必要数のみを配付することができます。

①

② -１又は２-２参照＞を交付され、実施施設が受け取り

ます。

③実施施設は、市町又は教育委員会に必要量を報告します。

④市町や教育委員会が必要量を集計し、卸販売業者へ発注します。

⑤納品の際、譲受書＜様式４参照＞が必要となりますので、市町又は教育委員会は準備をお

願いします。

⑥市町又は教育委員会が各実施施設に必要数を配付します。

この場合、箱を開封して各施設の必要数のみを配付することが可能です。
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配布 卸売販売業者

発注

納品

譲受書

発注・購入者

（所有者）

洗口指示の依頼①

②

④

⑤

⑥

⑥

⑥ ③

③

③
③必要数伝える
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ただし、「※薬局での実施も条件付きで可能」の場合の流れは『B.依頼』のとおりです。

Ａ．原則

Ｂ．依頼

（２）調製（溶解）について

①

② -１又は２-２参照＞を交付され、実施施設にて受け取ります。

③購入量決定後、実施施設から卸販売業者又は薬局へ発注します。

④納品の際、譲受書＜様式４参照＞が必要となりますので、実施施設は準備をお願いします。

① 薬局と事前に依頼内容等を確認しておきます。

②

③-1 -１又は２-２参照＞を、実施施設で受け取ります。

③-2 ※１(指示書の写し）を、薬局にて受け取ります。

④ 購入量決定後、実施施設から卸販売業者へ発注します。

⑤ 納品の際、譲受書＜様式４参照＞が必要となりますので、実施施設は準備をお願いします。

⑥ 納品された薬剤を薬局へ受け渡します。

⑦ 調製後、実施施設へ受け渡します。※『受け渡し』については各施設で話し合ってください。

譲受書

実施施設
洗口指示書の

交付 フッ化物洗口剤の

購入、保管、調製

洗口指示の依頼①

②

譲受書

卸売販売業者

又は
薬局

③発注

納品④

洗

口

指

示

書

の

交

付

フッ化物洗口剤の

保管・調製が可能に！

薬局

洗口指示書の交付（２）

※1  

洗口指示の

依頼
②

③-1

③-2

（１）

卸売販売業者
④発注

納品⑤

実施施設

市町

教育

委員会

保管・調製の依頼（委託契約等の事前調整）①

又は

又は

⑥ 納品物受け渡す

⑦ 洗口液

受け渡す

各実施

施設
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５.フッ化物洗口剤の管理方法

（２）洗口液の保管・管理
◇週１回法で実施の場合は、洗口が終わった段階で残った洗口液は廃棄します。

◇毎日法（週５回）の場合や事前に洗口液を調製する場合など、保管が必要な場合には清潔で
涼しい場所（冷蔵庫等）で管理します。保存期間は１週間可能ですが、なるべく早く使い切
ります。

◇洗口液名が明記していないボトルには、洗口液調製後ボトルに表示します。

（３）器具の洗浄・消毒

◇調製（溶解）用ボトル、ディスペンサー付きボトル等は、水道水により十分に洗浄し、水を
切り、よく乾燥させます。

※水洗後も次亜塩素酸ナトリウム等の臭いが気になる場合、お湯で洗浄することで臭いを弱
くすることが可能です。

◇洗口用器具の乾燥には日当たりと風通しの良い場所での自然乾燥をおすすめします。食器乾
燥機の使用は器具の変形・変質の恐れがあり好ましくありません。

劇

（１）薬剤の管理

◇園薬剤師・学校薬剤師の助言を受けます。

◇調製前のミラノール及びオラブリスはいずれも劇薬であるため、劇薬以外のもの（医薬品以
外の物も含む）と区別して保管します。

◇保管庫に劇薬表示を行うことが望ましいです。

※表示の仕方：内容物が分かるように白地に赤枠、赤字で『劇』の文字を表示します。

※見やすい場所に、容易に識別できるサイズで表示します。

※保管場所に表示を貼付等する場合は、剥がれや汚損等が生じないよう配慮します。

◇直射日光や高温を避けます。

◇子どもの手の届かない場所に保管します。

◇フッ化物洗口薬剤管理簿＜様式５参照＞を作成し、責任者が確実に管理します。

（例）
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医師の指示書で確認しましょう。

６.器具や器材の準備

必要物品 必要
数 備考

クラス
分

薬剤保管庫 １ の保管が望ましい

フッ化物洗口剤 人数分 ●ミラノール顆粒11％又はオラブリス洗口用顆粒11％
●薬剤の管理簿に記入 ＜様式５参照＞

水道水 人数分

●浄水は使用しないこと
※浄水器等を使用した場合
塩素が抜けてしまう。そのため保存期間が短く
なる恐れがある
※ミネラルウォーターを使用した場合
硬水に多く含まれるカルシウムがフッ素と反応
し、フッ素濃度の低下につながる

紙コップまたは各自のコップ 人数分
●必ず、プラスチック製又は紙製のコップを使用
※ガラス、金属製や陶器製のコップは化学反応を起
こす可能性があるため使用しない

時間を計るもの クラス
分

洗口用音楽CD（ブクブクキラー等）やタイマー等を使
用し、時間を計る

ティッシュペーパー 適宜 必要に応じて配付

トレー 適宜 フッ化物洗口液の配付時に使用

ゴミ袋 適宜 紙コップやティッシュペーパーを使用した際に使用

次亜塩素酸ナトリウム等の消毒
適宜 器材の消毒時に使用

水切りかご等

ディスペンサー
（ポンプ）付きボトル

●分注するために使用
（各メーカで販売している専用ボトルが望ましい）
●１プッシュ５ｍｌのもの

調製（溶解）用容器
→各メーカ少人数用ボトルもある
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７.フッ化物洗口実施手順

流れ 手順

①洗口液の調製 ●ボトルに①必要量の水道水を入れ、②フッ化物洗口剤を入れて洗口
液を調製
※フッ化物洗口液調製の分量等については、P.37【別途表】参照

●ポンプを装着後、ボトルを回して薬剤を完全に溶解
※洗口液調製は、原則として洗口実施日の前日又は当日行う

②洗口液の分注
の空気を抜いておく（エアー抜き）

●ポンプを手のひらで確実に１回又は２回（未就学児は５ml、小学生
以上は10ml分）押して、一人ひとりのコップに分注する

③洗口の実施 に、ぶくぶくうがいを未就学児は30
行う

●洗口が終わったら、各自のコップに静かに吐き出し、液の残量の泡
立ちを確認した後、洗面所等に捨て、使用したコップを流水で洗う
※適切に洗口できているかの確認のため

●洗口後30分は、うがいや飲食をしないように注意する

④片付け
●毎日法（週５回）で実施する場合は、残ったフッ化物洗口液は直射
日光や高温を避け、清潔で涼しい場所（冷蔵庫等）で保管する。フッ
化物洗口液は１週間以内で使い切ることが望ましい

●週１回法で実施の場合は、洗口後余った洗口液は廃棄する。廃棄後
は、流水で、ボトルやポンプとノズル内の洗口液をよく洗い流し、
しっかり水をきり、乾燥する
※

【消毒例】水切り容器に、0.02％次亜塩素酸ナトリウム薬液を作製し
５分以上浸す。その後、十分水洗し乾燥させ保管する
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フッ化物洗口を開始するときは、フッ化物洗口液の誤飲が起こらないよう、事前に水でうがいの
練習を行い、吐き出しができているか確認してから行います。万が一、誤飲が起きた場合には飲み
込んだ量に応じて対応を行います。

人によって症状も異なるためこの限りではありません。

８.誤飲したときの対応

フッ化物洗口液は
1回分を誤飲しても

安全な濃度に
処方されています

◆カルシウムを多く含むもの◆

カルシウムを多く含むものをとると、フッ素はカ
ルシウムと結合するため、フッ化カルシウムとな
り体内に吸収されにくくなります。

牛乳

ヨーグルト飲料

カルシウム製剤
（ウエハース等）

※１
計算方法等の

詳細は次のページ参照

誤飲発生
洗口液

1回分のみ
問題ありません

※急性中毒が起こる量ではありません

念のため

保護者への連絡

見込み中毒量未満の誤飲
初期症状（不快感等）が現れる最小量

体重１kgあたり＝フッ化物２mg

見込み中毒量以上の誤飲※１
医療機関への紹介が必要なレベル

体重１kgあたり＝フッ化物５mg

保護者への連絡（注：アレルギー確認をする）

カルシウムを多く含むものをとらせる

数時間

経過観察

病院を受診し、

診察・処置を受ける
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コラム② フッ化物洗口の安全性について

フッ化物も大量に摂取すると次のような害がありますが、フッ化物洗口は安全な量で実施して
います。主な症状は、腹痛、嘔吐、下痢であり、進行するとけいれんを起こすことがあります。

急 性 中 毒
医学的な処置が必要となるフッ化物量は、体重１㎏あたり５mgです。

慢 性 中 毒

※日本の水準基準では、飲料水中のフッ素及びその化合物は、フッ素の量に対して0.8mg/ 以下である
こと（0.8ppm以下）と定められているので飲料水での慢性中毒は起きません。

正しく実施されたフッ化物洗口は安全！
どのような栄養素や薬でも、少なすぎると役に立ちません。また、摂りすぎると害になります。

適量であってこそ栄養となり薬となるので、フッ化物も量が重要です。適正濃度で応用すれば安全
です。

図：洗口後に口の中に残るフッ素と急性中毒量との関係（10ml洗口の場合）

（例２）
体重30kgの

小学生の場合

洗口
頻度 週１回法

洗口液の
フッ化物

濃度

フッ化物イオン濃度
900ppm

洗口液の
１回量

10ml
（フッ化物９mg）

推定
中毒量

160ml
（一度に16人分）

●計算式●
例１

【毎日法】
（週５回）

５mg/kg×20㎏

1.25mg
＝ 80

例２
【週１回法】

５mg/kg×30㎏

９mg
＝ 16.7

（例１）
体重20kgの
園児の場合

洗口
頻度

毎日法
（週５回）

洗口液の
フッ化物

濃度

フッ化物イオン濃度
250ppm

洗口液の
１回量

５ml
（フッ化物1.25mg）

推定
中毒量

400ml
（一度に80人分）

例えば（例１）体重20kgの園児が毎日法（週５回）の場合は、80人分
（例２）体重30kgの小学生が週１回法の場合は、16人分の洗口
液を一度に飲んだ場合に相当します。

（人分） （人分）

フッ素量

（10 15％が口の中に残留）
0.9mg 1.35mg

（0.2％フッ化ナトリウム水溶液）

週1回の洗口で残留するフッ素1.35mgは、

１日に換算すると約0.2mg。これは、毎日
お茶や紅茶を1杯飲んだことと同じです。

１回分の洗口液を誤って飲み込んでも

フッ素量は９mg、急性中毒は起こりません。

再石灰化の促進

抗菌作用

0.2mg 1.35mg 40mg 80mg

紅
茶

紅
茶

ブクブクうがい

洗口量10ml

フッ素 9mg

吐き気、腹痛等の急性中毒量（２mg/kg体重）
小
学
１
年
生

小
学
６
年
生

（体重40㎏）（体重20㎏）

（１杯） （７杯分）
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